
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

【

教

育

委

員

会

】

○

岡

山

県

教

育

委

員

会

文

書

保

存

分

類

表

の

一

部

教

育

委

員

会

担

当

課

（

室

）

改

正

目

次

（

県

例

規

集

登

載

）

【

告

示

】

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

特

定

施

設

の

設

置

許

可

申

請

環

境

管

理

課

○

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

選

挙

管

理

委

員

会

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

〃

の

辞

退

○

政

治

団

体

の

解

散

〃

○

身

体

障

害

者

手

帳

交

付

の

た

め

の

診

断

を

す

る

障

害

福

祉

課

○

資

金

管

理

団

体

の

届

出

事

項

の

異

動

〃

医

師

の

指

定

及

び

辞

退

○

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

〃

関

の

辞

退

○

漁

船

保

険

付

保

義

務

発

生

の

た

め

の

同

意

の

認

水

産

課

定

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

○

生

産

物

等

売

払

代

金

の

収

納

事

務

の

委

託

教

育

委

員

会

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

設

立

認

証

の

申

請

県

民

生

活

交

通

課

○

大

規

模

小

売

店

舗

の

新

設

に

関

す

る

届

出

の

縦

経

営

支

援

課

覧

○

土

地

改

良

事

業

施

行

認

可

申

請

の

縦

覧

耕

地

課

○

県

営

土

地

改

良

事

業

の

工

事

完

了

〃

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ

く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申
請
の
概
要

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

(
1
)

っ

名
称

フ
ニ
テ

ク
セ
ミ
コ
ン
ダ
ク
タ

株
式
会
社

ェ
ッ

ー

住
所

岡
山
県
井
原
市
木
之
子
町

番
地

1
5
0

氏
名

代
表
取
締
役
社
長

伊
中

正
佳

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

(
2
)名

称
フ

ニ
テ

ク
セ
ミ
コ
ン
ダ
ク
タ

株
式
会
社
本
社
工
場

ェ
ッ

ー

所
在
地

岡
山
県
井
原
市
木
之
子
町

番
地

1
5
0

平成２６年７月２５日　岡山県公報　第１１６０４号



(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設 変 更 前 変 更 後

同左種 類
65 酸又はアルカリによる 65 酸又はアルカリによる
表面処理施設（98） 表面処理施設（85）

能 力 ＳｉＣウエハー ２枚／日 同左シリコンウエハー
約5,000枚／日

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可あり次第 － 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 着手後約１週間 － 着手後直ちに

使 用 開 始 予 定 年 月 日 工事完了後直ちに － 工事完了後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 断続１時間 24時間 24時間
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 0.002 0.002 12.5 16.0 同左
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 10 12 3～4 3～4 10 12
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／ℓ） 6 7 6 7
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／ℓ） 1 6 1 6

Ｓ Ｓ（㎎／ℓ） 0 2 0 2

油 分（㎎／ℓ） － － － －

Ｔ－Ｎ（㎎／ℓ） 10 30 10 30
同左

Ｔ－Ｐ（㎎／ℓ） － － 8 30

大腸菌群数 個／cm － － － －（ ）3

ふっ素（㎎／ℓ） － － － －

アンモニア，アンモニウ
－ － － －ム化合物，亜硝酸化合物

及び硝酸化合物（㎎／ℓ）

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする｡
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(4) 汚水等の処理施設に関する事項

区 分 変 更 前 変 更 後

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 101 中和処理施設

種 類 撹拌式

構 造 ＳＳ／ＦＲＰライニング
同左

原水タンク30㎥×２主 要 寸 法 １次２次中和槽1800×1800×2300

能 力 30㎥／時

処 理 の 方 法 自動ｐＨ調整

工 事 着 手 年 月 日 － 許可後直ちに

工 事 完 成 年 月 日 － 着手後約１週間

使 用 開 始 年 月 日 － 工事完了後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左
の概要

特定施設の使用 処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後
時における当該 区 分
汚水等の処理施 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
設による処理前
及び処理後の汚 水 量（㎥／日) 347.7 456.1 347.7 456.1 347.702 456.102 347.702 456.102
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 3～5 3～5 6.5～8.5 6.5～8.5
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（mg／ ） 6 7 6 7�
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（mg／ ） 1.1 7 1.1 7�

Ｓ Ｓ（mg／ ） 1.0未満 2 1.0未満 2�

油 分（mg／ ） 1.0未満 1.0未満 1.0未満 1.0未満�

Ｔ－Ｎ（mg／ ） 10 30 10 30�
同左

Ｔ－Ｐ（mg／ ） 8 30 8 30�

大腸菌群数 個／cm - - - -（ ）3

0.1未満 1.0 0.1未満 1.0シアン及びその化合物
（mg／ ）�

ふっ素（㎎／ℓ） 1 3 1 3

アンモニア，アンモニウム
10 30 10 30化合物，亜硝酸化合物及び

硝酸化合物（㎎／ℓ）

平成２６年７月２５日　岡山県公報　第１１６０４号



(5) 排水口に関する事項

変更なし

２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 平成26年７月25日から同年８月15日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び井原市役所

平成２６年７月２５日　岡山県公報　第１１６０４号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

辞
退
年
月
日

坪
井
薬
局

倉
敷
市
鳥
羽
六
〇
三

四

平
成
二
十
六
年
七
月
十
一
日

－

平成２６年７月２５日　岡山県公報　第１１６０４号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
五
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
の
た
め
の
診
断
を
す
る
医
師
を
平
成
二
十
六
年
七
月
十
五
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

ま
た
、
同
項
の
指
定
を
受
け
た
次
の
医
師
に
つ
い
て
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
し
た
医
師

指
定
医
師
名

診

療

科

目

医
療
機
関
の
名
称

所

在

地

小

田

健

司

肢
体
不
自
由
、
膀
胱
・
直
腸
、
小
腸

医
療
法
人
お
だ
う
じ
会
小
田
病
院

井
原
市
井
原
町
五
八
二

寺

井

義

徳

肢
体
不
自
由

村
上
脳
神
経
外
科
内
科

笠
岡
市
大
井
南
二
八

四

－

片

岡

祐

子

聴
覚
・
平
衡
、
音
声
・
言
語
・
そ
し
ゃ
く

矢
掛
町
国
民
健
康
保
険
病
院

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
二
六
九
五

二

指
定
を
辞
退
し
た
医
師

指
定
医
師
名

診

療

科

目

医
療
機
関
の
名
称

所

在

地

頼

實

一

男

聴
覚
・
平
衡
、
音
声
・
言
語
・
そ
し
ゃ
く

頼
実
耳
鼻
咽
喉
科
医
院

備
前
市
西
片
上
一
五
九

山

本

貴

義

聴
覚
・
平
衡

耳
鼻
咽
喉
科
山
本
医
院

津
山
市
南
新
座
三
一

中

島

智

子

聴
覚
・
平
衡

医
療
法
人
河
田
医
院

美
作
市
栄
町
七
五

一

－

福

田

智

子

心
臓
、
呼
吸
器
、
腎
臓
、
小
腸

総
合
病
院
玉
野
市
立
玉
野
市
民
病
院

玉
野
市
宇
野
二

三

一

－
－

山

田

成

子

聴
覚
・
平
衡
、
音
声
・
言
語
・
そ
し
ゃ
く

耳
鼻
咽
喉
科
山
田
医
院

津
山
市
南
新
座
一
一
八

神

原

太

樹

腎
臓
、
膀
胱
・
直
腸

一
般
財
団
法
人
津
山
慈
風
会
津
山
中
央
病
院

津
山
市
川
崎
一
七
五
六

藤

井

紀

彦

心
臓
、
呼
吸
器

吉
備
高
原
医
療
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
吉
川
七
五
一
一

木

下

篤

肢
体
不
自
由

吉
備
高
原
医
療
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
吉
川
七
五
一
一

福

島

邦

博

聴
覚
・
平
衡
、
音
声
・
言
語
・
そ
し
ゃ
く

矢
掛
町
国
民
健
康
保
険
病
院

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
二
六
九
五

能

島

大

輔

呼
吸
器

矢
掛
町
国
民
健
康
保
険
病
院

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
二
六
九
五

岡

松

孝

男

肢
体
不
自
由
、
呼
吸
器
、
膀
胱
・
直
腸
、
小
腸

一
般
財
団
法
人
共
愛
会
芳
野
病
院

苫
田
郡
鏡
野
町
吉
原
三
一
二

大

杉

敦

彦

音
声
・
言
語
・
そ
し
ゃ
く
、
肢
体
不
自
由

医
療
法
人
さ
と
う
記
念
病
院

勝
田
郡
勝
央
町
黒
土
四
五

森

下

待

子

肢
体
不
自
由
、
心
臓
、
呼
吸
器
、
腎
臓
、
小
腸

新
見
市
井
倉
診
療
所

新
見
市
井
倉
四
九
七
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畑

野

研
太
郎

肢
体
不
自
由
、
心
臓
、
腎
臓

国
立
療
養
所
邑
久
光
明
園

瀬
戸
内
市
邑
久
町
虫
明
六
二
五
三

森

正

彦

肢
体
不
自
由
、
心
臓
、
呼
吸
器
、
腎
臓
、
小
腸

医
療
法
人
和
風
会
中
島
病
院

津
山
市
田
町
一
二
二

福

武

尚

重

心
臓

美
作
市
立
作
東
診
療
所

美
作
市
江
見
二
八
〇

鈴

木

芳

英

膀
胱
・
直
腸

美
作
市
立
作
東
診
療
所

美
作
市
江
見
二
八
〇

小

出

隆

生

膀
胱
・
直
腸

医
療
法
人
社
団
清
和
会
笠
岡
第
一
病
院

笠
岡
市
横
島
一
九
四
五

多

田

敦

彦

呼
吸
器

国
立
病
院
機
構
南
岡
山
医
療
セ
ン
タ
ー

都
窪
郡
早
島
町
早
島
四
〇
六
六

岡

田

千

春

肢
体
不
自
由
、
心
臓
、
呼
吸
器
、
腎
臓
、
小
腸

国
立
病
院
機
構
南
岡
山
医
療
セ
ン
タ
ー

都
窪
郡
早
島
町
早
島
四
〇
六
六

奥

谷

珠

美

肢
体
不
自
由

国
立
病
院
機
構
南
岡
山
医
療
セ
ン
タ
ー

都
窪
郡
早
島
町
早
島
四
〇
六
六

田

中

義

人

肢
体
不
自
由

国
立
病
院
機
構
南
岡
山
医
療
セ
ン
タ
ー

都
窪
郡
早
島
町
早
島
四
〇
六
六

辻

拓

司

音
声
・
言
語
・
そ
し
ゃ
く
、
肢
体
不
自
由

国
立
病
院
機
構
南
岡
山
医
療
セ
ン
タ
ー

都
窪
郡
早
島
町
早
島
四
〇
六
六

信

国

圭

吾

平
衡
、
音
声
・
言
語

国
立
病
院
機
構
南
岡
山
医
療
セ
ン
タ
ー

都
窪
郡
早
島
町
早
島
四
〇
六
六

－
〇

大

賀

律

肢
体
不
自
由
、
腎
臓

せ
い
き
ょ
う
玉
野
診
療
所

玉
野
市
羽
根
崎
町
五

一

－
〇

大

賀

仁

美

視
覚

せ
い
き
ょ
う
玉
野
診
療
所

玉
野
市
羽
根
崎
町
五

一

田

中

良

治

肢
体
不
自
由
、
心
臓
、
呼
吸
器
、
腎
臓
、
肝
臓

赤
磐
市
立
赤
磐
市
民
病
院

赤
磐
市
松
木
六
三
三

一

－

水

野

悟

肢
体
不
自
由

心
臓

呼
吸
器

腎
臓

膀
胱
・
直
腸

水
野
病
院

総
社
市
見
延
六
七
一

、

、

、

、

、

小
腸

渡

邉

誠

呼
吸
器

医
療
法
人
平
野
同
仁
会
津
山
第
一
病
院

津
山
市
中
島
四
三
八

中

山

公

弘

肢
体
不
自
由

心
臓

呼
吸
器

腎
臓

膀
胱
・
直
腸

勝
山
中
山
医
院

真
庭
市
三
田
一
二
四

一

、

、

、

、

、
－

小
腸

澤

原

宣

彦

肢
体
不
自
由

澤
原
医
院

和
気
町
米
沢
一
四
六

延

藤

卓

意

肢
体
不
自
由
、
心
臓
、
呼
吸
器
、
腎
臓
、
小
腸

延
藤
診
療
所

和
気
町
吉
田
一
四
四
五

三

木

知

子

肢
体
不
自
由

医
療
法
人
杏
林
会
長
尾
医
院

勝
田
郡
勝
央
町
美
野
一
六
六
六

六

－

戸

田

信

義

肢
体
不
自
由
、
心
臓
、
呼
吸
器
、
腎
臓
、
小
腸

医
療
法
人
清
梁
会
さ
く
ら
ク
リ
ニ
ッ
ク

高
梁
市
頼
久
寺
町
一
一

折

出

光

敏

肢
体
不
自
由

瀬
戸
内
市
民
病
院
附
属
牛
窓
診
療
所

瀬
戸
内
市
牛
窓
町
牛
窓
四
四
四
八

廣

恵

俊

雄

肢
体
不
自
由

心
臓

呼
吸
器

腎
臓

膀
胱
・
直
腸

廣
恵
医
院

真
庭
市
下
中
津
井
七
七
三

九

、

、

、

、

、

－
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小
腸

平

井

龍

雄

肢
体
不
自
由
、
心
臓
、
呼
吸
器
、
腎
臓
、
小
腸

医
療
法
人
た
つ
も
平
井
医
院

勝
田
郡
勝
央
町
美
野
一
四
九
五

作

野

和

人

肢
体
不
自
由

心
臓

呼
吸
器

腎
臓

膀
胱
・
直
腸

作
野
医
院

新
見
市
新
見
一
二
五
三

一

、

、

、

、

、

－

小
腸

山

縣

昭

肢
体
不
自
由
、
心
臓
、
呼
吸
器
、
腎
臓
、
小
腸

山
縣
内
科
医
院

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
三
一
〇
三

上

田

賢

肢
体
不
自
由

心
臓

呼
吸
器

腎
臓

膀
胱
・
直
腸

上
田
医
院

笠
岡
市
古
浜
一
五
九
六

、

、

、

、

、

小
腸

船

木

征

治

肢
体
不
自
由

心
臓

呼
吸
器

腎
臓

膀
胱
・
直
腸

美
作
中
央
病
院

美
作
市
明
見
三
五
七

一

、

、

、

、

、

－
小
腸

三

道

康

弘

心
臓
、
呼
吸
器
、
腎
臓
、
小
腸

国
立
療
養
所
長
島
愛
生
園

瀬
戸
内
市
邑
久
町
虫
明
六
五
三
九
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
六
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る

医
療
機
関
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

担
当
す
る
医
療
の
種
類

辞
退
年
月
日

安
達
救
命
堂
薬
局

和
気
郡
和
気
町
尺
所
一

七

調
剤

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
一
日

－
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
七
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意

が
あ
っ
た
も
の
と
認
め
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

加
入
区
の
名
称

牛
窓
加
入
区
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

坪
井
下
栃
原
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

久
米
郡
美
咲
町
中
垪
和
字
清
水
四
八
三
番
一
地

一
一
四
・
〇

先
か
ら

四
・
二
～

久
米
郡
美
咲
町
中
垪
和
字
清
水
四
八
九
番
一
地

二
〇
・
〇

新

先
ま
で

久
米
郡
美
咲
町
中
垪
和
字
清
水
四
八
三
番
一
地

一
一
四
・
〇

先
か
ら

三
・
九
～

久
米
郡
美
咲
町
中
垪
和
字
清
水
四
八
九
番
一
地

八
・
三

旧

先
ま
で

平成２６年７月２５日　岡山県公報　第１１６０４号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

坪
井
下
栃
原

久
米
郡
美
咲
町
中
垪
和
字
清
水
四
八
三
番
一
地
先
か

平
成
二
十
六

線

ら

年
七
月
二
十

久
米
郡
美
咲
町
中
垪
和
字
清
水
四
八
九
番
一
地
先
ま

五
日

で
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

収
納
の
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

委
託
し
た
事
務
の
内
容

生
産
物
等
売
払
代
金
に
係
る
収
納
事
務

二

委
託
し
た
収
入
の
種
類

生
産
物
等
売
払
代
金

三

委
託
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

津
山
市
上
田
邑
二
八
八
〇

株
式
会
社
津
山
綜
合
木
材
市
場

代
表
取
締
役

木
下

恒
久

四

委
託
を
受
け
た
事
務
を
行
う
場
所

津
山
市
上
田
邑
二
八
八
〇

津
山
綜
合
木
材
市
場

五

委
託
の
期
間

平
成
二
十
六
年
七
月
三
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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〔
三
五
五
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ペ
ア
レ
ン
ト
・
サ
ポ
ー
ト
す
て
っ
ぷ

三

代
表
者
の
氏
名

安
藤
希
代
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
白
楽
町
五
五
四
番
地
ロ
イ
ヤ
ル
ガ
ー
デ
ン
白
楽
町
四
〇
五
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
児
の
保
護
者
に
対
し
て
、
相
談
支
援
事
業
（
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
）
等
を
行
い
、

保
護
者
の
精
神
的
サ
ポ
ー
ト
を
図
る
こ
と
で
間
接
的
に
障
害
の
あ
る
子
ど
も
の
健
全
な
育
成
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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〔
三
五
六
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
に
つ
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

届
出
事
項
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ゴ
ダ
イ
ド
ラ
ッ
グ
周
匝
店

所
在
地

赤
磐
市
周
匝
七
一
一
番
一

２

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称

ゴ
ダ
イ
株
式
会
社

住
所

兵
庫
県
姫
路
市
錦
町
一
○
四
番
地
ス
ク
エ
ア
ビ
ル
２
Ｆ

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

浦
上

晃
之

３

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称

ゴ
ダ
イ
株
式
会
社

住
所

兵
庫
県
姫
路
市
錦
町
一
○
四
番
地
ス
ク
エ
ア
ビ
ル
２
Ｆ

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

浦
上

晃
之

４

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
二
十
七
年
三
月
十
一
日

５

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

千
二
百
七
十
一
平
方
メ
ー
ト
ル

６

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

駐
車
場
の
収
容
台
数

三
十
四
台

(1)

駐
輪
場
の
収
容
台
数

十
四
台

(2)

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

四
十
平
方
メ
ー
ト
ル

(3)

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

十
五
立
方
メ
ー
ト
ル

(4)
７

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻

(1)
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午
前
七
時

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

(2)

午
前
〇
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

(3)

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
前
〇
時
三
十
分
ま
で

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

二
箇
所

(4)

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

(5)

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

二

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
十
一
日

三

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
五
日
ま
で

２

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
赤
磐
市
産
業
振
興
部
商
工
観
光
課
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）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

〔
三
五
七
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

よ
り
申
請
の
あ
っ
た
新
規
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
つ
い
て
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
十
五
日
以
内
に
岡
山
県
備
前
県
民
局
長
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
者

高
崎
土
地
改
良
区
理
事
長

二

地
区
名

六
間
丘
２
番
川
水
路
（
小
規
模
土
地
改
良
（
か
ん
が
い
排
水
）
事
業
）

（
非
補
助
土
地
改
良
（
か
ん
が
い
排
水
）
事
業
）

旧
会
社
う
ら
水
路

（

〃

）

六
間
丘
１
番
川
水
路

六
間
丘
１
番
農
道
（
非
補
助
土
地
改
良
（
農
道
舗
装
）
事
業
）

（

〃

）

沖
１
番
２
農
道

六
間
農
道
（

〃

）

三

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
区
定
款

事
業
計
画
書

四

縦
覧
の
期
間

二
十
六
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
八
月
十
五
日
ま
で

平
成

五

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
備
前
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
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〔
三
五
八
〕
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
伴
う
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

地

区

名

工

種

完
了
年
月
日

勝

英

第

三

農
業
用
用
排
水
施
設

二
六
・

三
・
一
八
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〔
三
五
九
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
清
音
三
因
字
百
射
口
七
九
七

一

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
中
央
六
丁
目
七

一
一
三
ア
ウ
ロ
ー
ラ
二
〇
三

－

片
山

淳
司

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
〇
〇
号

平成２６年７月２５日　岡山県公報　第１１６０４号



◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
六
号

庁

中

一

般

教

育

事

務

所

教

育

機

関

県

立

学

校

岡
山
県
教
育
委
員
会
文
書
保
存
分
類
表
（
平
成
八
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

「

「

第
一
表
Ａ
共
通
の
表
５
人
事
の
部
２
給
与
の
項
中

を

に
、

源
泉
徴
収
票

５
源
泉
徴
収
票

７

」

」

「

「
を

に
改
め
る
。

時
間
外
勤
務
実
績
簿

７
時
間
外
勤
務
実
績
簿

５

」

」

第
一
表
Ｂ
総
務
の
表
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
表
１
人
事
の
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

総
務

教
育
政
策

Ｄ
特
例
民
法

１
特
例
民
法
法
人
・
公
益
信
託
総
括

３

法
人
・
公

２
特
例
民
法
法
人
・
公
益
信
託
許
認
可

永

益
信
託

３
実
地
検
査

５

４
諸
届
報
告

５

Ｅ
公
益
法
人

１
総
括

５

２
公
益
認
定
等

永

３
変
更
認
定

永

４
事
業
計
画
書
等

５
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1
0

５
事
業
報
告
等

６
合
併
認
可
等

永

７
解
散
届
出
等

永

８
認
定
取
消
し
等

永10
９

報
告
・
検
査

1
0

1
0

勧
告
・
命
令

1
1

1
0

そ
の
他
承
認
・
届
出
等

Ｆ
一
般
法
人

１
総
括

５

２
移
行
認
可

永

３
変
更
認
可

永1
0

４
公
益
目
的
支
出
計
画
実
施
報
告
書

５
合
併
届
出
等

永

６
公
益
目
的
支
出
計
画
実
施
完
了
確
認

永

７
解
散
届
出
等

永

８
認
可
取
消
し

永1
0

９
報
告
・
検
査

1
0

1
0

勧
告
・
命
令

1
1

1
0

そ
の
他
承
認
・
届
出
等

第
一
表
Ｂ
総
務
の
表
３
秘
書
広
報
の
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６
指
定
統
計

１
指
定
統
計
調
査
総
括

３

調
査

２
調
査
票

３

３
社
会
教
育
調
査

５
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４
学
校
教
員
統
計
調
査

５

５
学
校
基
本
調
査

５

７
文
部
科
学

１
文
部
科
学
省
委
託
調
査
総
括

３

省
委
託
調

２
調
査
票

３

査
３

担
当
者
会
議

５

４
地
方
教
育
費
調
査

５

５
子
ど
も
の
学
習
費
調
査

５

８
統
計
教
育

１
統
計
教
育
総
括

３
「

「

第
一
表
Ｂ
総
務
の
表
４
企
画
調
査
の
部
中

を

に
改
め
、
同
部
４
指
定
統
計
調
査
の
項
か
ら
Ａ
一
般
法
人
の
項
ま
で
を
削
る
。

４
企
画
調
査

４
教
育
企
画

」

」

第
一
表
Ｃ
財
務
の
表
２
財
務
の
部
４
支
出
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

支
払
済
通
知
一
覧
表

支
払
済
一
覧
表

「

「

第
一
表
Ｅ
指
導
の
表
中

を

に
改
め
、
同
表
１
総
括
の
部
１
総
括
の
項
中

Ｅ
指
導

Ｅ
高
校
教
育

」

」

「

「

へ
き
地
教
育

５

を

に
、

金
銭
教
育

３
金
銭
教
育

３

男
女
共
同
参
画
社
会

３
男
女
共
同
参
画
社
会

３

租
税
教
育

３

」

」

「

「
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心
の
教
育
総
合
推
進
事
業

５

を

に
改
め
、
同
部
４
教
育
課
程
の
項
中

学
校
評
価

５
学
校
評
価

５

学
力
向
上
総
合
推
進
事
業

５

」

」

「

「
を

に
改
め
、
同
部
９
教
育
活
動
調
査
研
究
指
導
の
項
中

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査

５

」

」

「

「

を

に
改
め
、
同
表
２
振
興
の
部
２
国
庫
補
助
の
項
中

８
学
校
紹
介
特
色
あ
る
学
校
一
覧

３
８

学
校
紹
介
特
色
あ
る
学
校
一
覧

３

」

９
理
科
支
援
員
等
配
置
事
業

５

」

「

「

1
0

を

に
改
め
、
同
部
３
県
費
補
助
の
項
を
削
り
、
同
表
３
義
務
教
育
の
部

幼
稚
園
就
園
奨
励
費

」

」

「

「

を
削
り
、
同
表
４
高
校
教
育
の
部
中

を

に
改
め
、
同
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
高
校
教
育

３
指
導

」

」
３

科
学
教
育

１
科
学
教
育
総
括

３

２
理
科
総
括

３

３
ス

パ
サ
イ
エ
ン
ス
ハ
イ
ス
ク

ル
５

ー
ー

ー

「

「

「

５
職
業
教
育

４
職
業
教
育

技
術
・
家
庭
科
教
育

３

第
一
表
Ｅ
指
導
の
表
５
職
業
教
育
の
部
中

を

に
改
め
、
同
部
２
指
導
の
項
中

」

」

」
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「
を

に
改
め
、
同
表
６
生
徒
指
導
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

」

５
管
理

１
総
括

１
総
括

３

２
例
規

永

３
告
示

永

２
学
校
設
置

１
学
校
設
置
廃
止
総
括

３

廃
止

２
県
立
高
等
学
校

永

３
市
町
村
立
高
等
学
校

永

４
中
等
教
育
学
校

永

５
通
信
教
育

永

６
専
修
学
校

永

７
各
種
学
校

永

３
学
校
位
置

１
学
校
位
置
名
称
設
置
者
等
変
更
総
括

３

名
称
設
置

２
県
立
高
等
学
校

永

者
等
変
更

３
市
町
村
立
高
等
学
校

永

４
中
等
教
育
学
校

永

５
通
信
教
育

永

６
専
修
学
校

永

７
各
種
学
校

永

４
学
科
設
置

１
学
科
設
置
廃
止
総
括

３
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廃
止

２
県
立
高
等
学
校

永

３
市
町
村
立
高
等
学
校

永

４
中
等
教
育
学
校

永

５
技
能
教
育

１
技
能
教
育
施
設
総
括

３

施
設

２
技
能
教
育
施
設
指
定

永

６
医
療
技
術

１
養
成
学
校
総
括

３

者
養
成
諸

２
看
護
師
学
校

永

学
校

３
准
看
護
師
学
校

永

４
保
健
師
助
産
師
学
校

永

５
福
祉
系
高
等
学
校

永

６
そ
の
他
養
成
学
校

永

７
教
員
養
成

１
教
員
養
成
機
関
総
括

３1
0

機
関

２
教
員
養
成
機
関
指
定

８
学
校
管
理

１
学
校
管
理
総
括

３

２
宿
日
直

３

３
授
業
日
の
変
更
等

１

４
警
備
委
託

５

５
学
校
評
議
員

５

６
岡
山
県
学
校
管
理
シ
ス
テ
ム

５

９
防
災

１
防
災
総
括

３
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２
臨
時
休
校
等

３

３
災
害
関
係
報
告
書

５

４
防
火
管
理
者
選
任
届

３

５
消
防
計
画
書

３

６
非
常
変
災
等
対
策
計
画
書

３

Ａ
寄
宿
舎

１
寄
宿
舎
総
括

３

２
寄
宿
舎
設
置
廃
止

永

３
寄
宿
舎
業
務
委
託

５

４
寄
宿
舎
協
議
会

３

５
寄
宿
舎
管
理
運
営
規
程

５

Ｂ
募
集
定
員

１
募
集
定
員
総
括

３

２
進
学
状
況
調
査

３

３
進
学
希
望
調
査

５

４
県
立
学
校
募
集
定
員

永

Ｃ
高
等
学
校

１
高
等
学
校
入
学
者
選
抜
総
括

５

入
学
者
選

２
高
等
学
校
入
学
者
選
抜

５

抜
３

県
立
高
等
学
校
入
学
者
選
抜
事
務
処
理
シ
ス

５

テ
ム

４
学
力
検
査
答
案

１

Ｄ
通
学
区
域

１
高
等
学
校
通
学
区
域
総
括

３

通
学
状
況

２
生
徒
異
動
・
通
学
状
況

３

平成２６年７月２５日　岡山県公報　第１１６０４号



３
高
等
学
校
学
区
外
通
学

３

４
教
育
事
務
の
委
託

永

Ｅ
転
編
入
学

１
転
編
入
学
総
括

３

２
転
編
入
学
情
報

３

Ｆ
留
学

１
留
学
総
括

３

２
留
学
届
出

３

Ｇ
中
学
校
卒

１
中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
総
括

３

業
程
度
認

定
試
験

Ｈ
中
学
校
・

１
中
学
校
・
中
等
教
育
学
校
入
学
者
選
抜
総
括

５

中
等
教
育

学
校
入
学

者
選
抜

Ｉ
高
等
学
校

１
高
等
学
校
教
育
研
究
協
議
会
総
括

３1
0

教
育
研
究

２
本
会
議

協
議
会

Ｊ
教
育
体
制

１
教
育
体
制
整
備
計
画
総
括

３

整
備
計
画

２
教
育
体
制
整
備
計
画

永

３
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ

ム
３

ー

平成２６年７月２５日　岡山県公報　第１１６０４号



４
開
校
準
備

５1
0

５
高
等
学
校
再
編
整
備
に
伴
う
通
学
費
貸
付
事

業

６
高
等
学
校
再
編
整
備
に
伴
う
財
産
処
分

永

Ｋ
特
色
あ
る

１
特
色
あ
る
学
校
づ
く
り
総
括

３

学
校
づ
く

２
高
等
学
校
魅
力
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
支
援
事
業

３

り
３

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ク

ル
３

ー

Ｌ
中
高
一
貫

１
中
高
一
貫
教
育
総
括

３

教
育

２
併
設
型
中
高
一
貫
教
育

３

３
連
携
型
中
高
一
貫
教
育

３

４
中
等
教
育
学
校

３

Ｍ
定
時
制
・

１
定
時
制
・
通
信
制
教
育
総
括

３

通
信
制
教

育

Ｎ
調
査
研
究

１
調
査
研
究
総
括

５

「

第
一
表
Ｆ
保
健
体
育
の
表
１
総
括
の
部
１
研
究
指
定
校
の
項
中

を

３
子
ど
も
の
体
力
向
上
支
援
事
業

３

４
中
学
校
武
道
必
修
化

３

」

「

「
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に
改
め
、
同
部
２
表
彰
の
項
中

1
0

を

３
子
ど
も
の
体
力
向
上
支
援
事
業

３
学
校
安
全
優
良
学
校

」

」

「

に
改
め
、
同
表
２
振
興
の
部
２
交
付
金
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
表

安
全
・
安
心
な
学
校
づ
く
り
交
付
金

学
校
施
設
環
境
改
善
交
付
金

」

「

「

５
学
校
体
育
の
部
１
指
導
の
項
中

を

に
改
め
る
。

３
運
動
部
活
動
指
導
者
派
遣

３
３

運
動
部
活
動
指
導
者
派
遣

３

４
武
道
指
導

３

」

」

「

第
一
表
Ｇ
生
涯
学
習
の
表
１
総
括
の
部
４
生
涯
学
習
・
社
会
教
育
施
設
の
項
中

を

岡
山
県
備
北
青
年
の
家

３

岡
山
県
津
山
婦
人
青
年
の
家

３

」

「

に
改
め
、
同
部
７
社
会
教
育
関
係
団
体
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
表
３
企
画
推
進

そ
の
他
社
会
教
育
団
体

そ
の
他
社
会
教
育
関
係
団
体

」

「

「

あ
る
あ
る

公
民
館
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
事

５
1
2

“
”

あ
る
あ
る

公
民
館
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
事

５
1
2

“
”

の
部
１
生
涯
学
習
支
援
の
項
中

を

に
改
め
、
同
部
３
視
聴
覚

業
業地
域
活
性
化
プ
ロ
グ
ラ
ム

５

」

1
3

」

「

「

教
育
の
項
中

を

に
改
め
、
同
表
４
社
会
教
育
の
部
１
家
庭
・

１
視
聴
覚
教
育
総
括

３
１

視
聴
覚
教
育
総
括

３

」

２
エ
ル
ネ
ッ
ト

３
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」

地
域
教
育
の
項
中
「

」
を
「

」
に
、

家
庭
・
地
域
教
育
総
括

子
育
て
サ
ポ

ト
リ

ダ
養
成
講
座
・
す
こ
や
か
家
庭
教
育
相
談
員
養
成
講
座

ー
ー

ー

「

「

1
3

を

に
改
め
、
同
部
２
成
人
教
育
の
項
及
び
３
青
少
年
教
育
の

お
か
や
ま
子
ど
も
応
援
セ
ン
タ

３
1
3

お
か
や
ま
子
ど
も
応
援
セ
ン
タ

３
ー

親
育
ち
応
援
学
習
リ

ダ
養
成
講
座

５

」

14
ー

ー
ー

」

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
成
人
教
育

１２
Ｐ
Ｔ
Ａ
指
導
者
研
修

５

３
青
少
年
教

１
青
少
年
教
育
総
括

３

育
２

青
少
年
マ
ト
リ
ッ
ク
ス

５

３
子
ど
も
ほ
っ
と
ラ
イ
ン
事
業

５
「

第
一
表
Ｇ
生
涯
学
習
の
表
５
奨
学
事
業
の
部
２
貸
付
奨
学
金
の
項
中

1
0

を

５
督
促

」

「

に
改
め
る
。

５
督
促

1
0

1
0

６
弁
護
士
委
託

」

「

「

第
一
表
Ｉ
福
利
の
表
４
健
康
管
理
の
部
３
健
康
管
理
の
項
中

を

に
改

特
別
健
康
診
断

３

」

」
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め
る
。

第
一
表
Ｊ
学
校
教
育
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

Ｊ
削
除

第
一
表
Ｌ
人
権
教
育
の
表
２
企
画
推
進
の
部
２
人
権
教
育
推
進
の
項
中
「

」
を
「

」
に
、

人
権
教
育
リ

ダ
養
成
講
座

人
権
教
育
・
啓
発
指
導
者
養
成
講
座

ー
ー

「

人
権
教
育
講
師
バ
ン
ク

３

「

1
1

1
1

を

1
2

に
改
め
、
同
表
３
指
導
の
部
３
人
権
教
育
振
興
の
項
中

人
権
教
育
講
師
バ
ン
ク

３
心
と
命
の
サ
ポ

ト
事
業

３
ー

明
る
い
学
校
づ
く
り
支
援
事
業

５

」

13

」

「

５
特
別
支
援
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
指
導
者
研
修
会

３

「

を

に
改
め
、
同
部
４
研
究
指
定
校
の
項
中

５
特
別
支
援
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
指
導
者
研
修
会

３
６

関
係
機
関
及
び
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
の
協
働
に
よ
る
教

３

育
関
係
者
虐
待
対
応
研
修

」

」

「

「

４
高
等
学
校
等
人
権
教
育
研
究
モ
デ
ル
推
進
校

５

を

に
改
め
る
。

事
業

４
高
等
学
校
等
人
権
教
育
研
究
モ
デ
ル
推
進
校

５

５
事
業

」

６
人
権
を
尊
重
し
た
環
境
づ
く
り
モ
デ
ル
事
業

５

」

第
一
表
Ｍ
特
別
支
援
教
育
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
設
置
廃
止

１
学
校
設
置

１
学
校
設
置
廃
止
総
括

３
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廃
止

２
特
別
支
援
学
校

永

２
学
校
位
置

１
学
校
位
置
名
称
設
置
者
等
変
更
総
括

３

名
称
設
置

２
特
別
支
援
学
校

永

者
等
変
更

３
学
科
設
置

１
学
科
設
置
廃
止
総
括

３

廃
止

２
特
別
支
援
学
校

永

４
医
療
技
術

１
養
成
学
校
総
括

３

者
養
成
諸

２
福
祉
系
高
等
学
校

永

学
校

３
そ
の
他
養
成
学
校

永

５
学
校
管
理

１
学
校
管
理

１
学
校
管
理
総
括

３

２
宿
日
直

３

３
授
業
日
の
変
更
等

１

４
学
校
評
議
員

５

２
防
災

１
防
災
総
括

３

２
臨
時
休
校
等

３

３
災
害
関
係
報
告
書

５

４
防
火
管
理
者
選
任
届

３

５
消
防
計
画
書

３

６
非
常
変
災
等
対
策
計
画
書

３
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３
寄
宿
舎

１
寄
宿
舎
総
括

３

２
寄
宿
舎
設
置
廃
止

永

３
寄
宿
舎
管
理
運
営
規
程

５
第
一
表
Ｍ
特
別
支
援
教
育
の
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

第
１

分
類

第
２

分
類

第
３

分
類

第
４

分
類

保
存
年
限

Ｎ
義
務
教
育

１
総
括

１
総
括

１
指
導
総
括

３

２
教
育
研
究
助
成

５

３
研
究
指
定
校

５

４
へ
き
地
教
育

５

５
金
銭
教
育

３

６
男
女
共
同
参
画
社
会

３

７
租
税
教
育

３

８
職
員
団
体

３

９
学
校
図
書
館
教
育

３

消
費
者
教
育

３
1
0

心
の
教
育
総
合
推
進
事
業

５
1
1

学
校
評
価

５
1
2

学
力
向
上
総
合
推
進
事
業

５
1
3

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
教
育

３
1
4

環
境
教
育

３
1
5

Ｎ
Ｉ
Ｅ

３
1
6

平成２６年７月２５日　岡山県公報　第１１６０４号



２
教
科
書

１
教
科
書
総
括

５

２
教
科
用
図
書
無
償
給
与

５

３
教
科
用
図
書
採
択

５

４
教
科
用
図
書
選
定
審
議
会

５

５
準
教
科
書
の
承
認

３

６
補
助
的
な
教
材
の
届
出

３

３
教
科
・
道

１
教
科
・
道
徳
・
特
別
活
動
・
総
合
的
な
学
習

５

徳
・
特
別

の
時
間
指
導
総
括

活
動
・
総

合
的
な
学

習
の
時
間

指
導

４
教
育
課
程

１
教
育
課
程
総
括

３

２
教
育
課
程
研
究
協
議
会

３

３
教
育
課
程
編
成
表

５1
0

４
教
育
課
程
基
準
の
改
訂

５
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査

５

６
修
学
旅
行

３1
0

７
学
習
指
導
要
領

５
進
路
指
導

１
進
路
指
導
総
括

３

６
情
報
教
育

１
情
報
教
育
総
括

３
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２
視
聴
覚
教
育

３

７
研
修

１
研
修
総
括

３

２
研
修
総
合
企
画
委
員
会

３

３
初
任
者
研
修

３

４
中
央
研
修
・
内
地
留
学
・
県
外
派
遣

３

５
指
導
主
事
研
修

３

６
長
期
社
会
体
験
研
修

５

1
0

1
0

７
年
経
験
者
研
修

８
英
語
研
修

５

８
教
育
活
動

１
教
育
活
動
調
査
研
究
指
導
総
括

３

調
査
研
究

２
岡
山
大
学
教
育
学
部
と
県
教
育
委
員
会
と
の

３

指
導

連
携

３
道
徳
教
育
振
興

３

４
学
校
週
５
日
制

３

５
理
科
支
援
員
等
配
置
事
業

５

９
国
際
理
解

１
国
際
理
解
教
育
総
括

３

教
育

２
外
国
語
指
導
助
手

３

３
教
員
海
外
派
遣

３

４
帰
国
子
女
・
外
国
人
子
女
教
育

３

５
ユ
ニ
セ
フ

３

２
指
導

１
事
業
費

１
教
員
研
修
事
業
費

５
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1
0

２
国
庫
補
助

１
幼
稚
園
就
園
奨
励
費

３
県
費
補
助

１
教
育
研
究
推
進
補
助
事
業

５

２
岡
山
チ
ャ
レ
ン
ジ
ワ

ク
推
進
事
業

５
ー

４
国
際
理
解

１
韓
国
慶
尚
南
道

３

教
育

５
生
徒
指
導

１
集
団
宿
泊
研
修

３

６
科
学
教
育

１
科
学
教
育
総
括

３

２
理
科
総
括

３

７
幼
稚
園
教

１
幼
稚
園
教
育
総
括

３1
0

育
２

幼
稚
園
教
育
課
程

３
幼
稚
園
等
新
規
採
用
研
修

３

４
幼
稚
園

年
経
験
者
研
修

３
1
0

８
教
育
課
程

１
個
に
応
じ
た
指
導

３

９
学
校
教
育

１
学
校
教
育
総
括

３

２
例
規

永

３
告
示

永
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Ａ
学
校
設
置

１
学
校
設
置
廃
止
総
括

３

廃
止

２
小
・
中
学
校

永

３
幼
稚
園

永

Ｂ
学
校
位
置

１
学
校
位
置
名
称
設
置
者
等
変
更
総
括

３

名
称
設
置

２
小
・
中
学
校

永

者
等
変
更

３
幼
稚
園

永

Ｃ
防
災

１
防
災
総
括

３

Ｄ
通
学
区
域

１
小
・
中
学
校
通
学
区
域
総
括

３

通
学
状
況

Ｅ
特
色
あ
る

１
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ク

ル
３

ー

学
校
づ
く

り

３
生
徒
指
導

１
総
括

１
生
徒
指
導
総
括

５

２
調
査
・
研
究

５

３
学
校
適
応
推
進
事
業

５

４
各
種
研
修
講
座
連
絡
協
議
会

３

５
県
外
派
遣

５

６
機
関
連
携

３

「

「
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第
二
表
１
共
通
の
表
５
人
事
の
部
２
給
与
の
項
中

を

に
、

給
与
支
給
記
録
簿

５
給
与
支
給
記
録
簿

７

」

」

「

「

５
７

５
５

を

に
改
め
、
同
表
９
経
理
の
部
３
支
出
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

５
７

支
払
済
通
知
一
覧
表

支
払
済
一
覧
表

５
７

５
７

」

」

「

第
二
表
２
教
育
事
務
所
の
表
２
総
務
の
部
２
公
立
学
校
の
項
中

を

２
公
立
学
校
設
置
廃
止

５

３
公
立
学
校
位
置
変
更

５

」

「

「

５
２

５
７

「

に
改
め
、
同
部
５
給
与
支
給
の
項
中

を

に
、

２
公
立
学
校
設
置
廃
止
・
公
立
学
校
位
置
変
更

５
５

７

５
７

」

５
７

」

」

「

「

2
6

を

に
改
め
、
同
部
８
企
画
調
整
の
項
中

所
得
税

５
26

所
得
税

５

教
育
支
援
員
に
対
す
る
報
酬
支
払

５

」

2
7
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」

「

「

1
3
0
0

を

に
改
め
、
同
表
３
教
職
員
の
部
１
人
事
の
項
中

美
作
国
建
国

年
記
念
事
業

３

」

」

「

「
を

に

「

」
を
「

」
に
改
め
、

分
限
休
職

３
指
導
力
不
足
教
員

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
研
修

、

」

」

「

「

同
部
３
服
務
の
項
中

を

に
改
め
、
同
部
７
定
数
の
項
中

非
常
勤
講
師
勤
務
総
括

５

」

」

「

「

を

に
改
め
、
同
表
４
指
導
の
部
中

３
教
育
支
援
員

５
３

非
常
勤
講
師

５

４
教
育
支
援
員

５

」

」

「

「
を

に
改
め
、
同
部
１
総
括
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
表
５
生
涯
学
習
の
部
２
社
会
教
育
の
項
中

４
指
導

４
学
校
支
援

指
導
総
括

学
校
支
援
総
括

」

」

「

「

を

に
改
め
、
同
部
３
家
庭
教
育
の
項
中

６
社
会
教
育
担
当
者
研
修

５
６

社
会
教
育
担
当
者
研
修

５

７
地
域
連
携
担
当

３

」

」

「

「

を

に
改
め
、
同
部
５
青
少
年
教
育
の
項
中

２
家
庭
教
育
指
導
者
養
成

３
２

家
庭
教
育
指
導
者
養
成

３

３
子
ど
も
参
観
日

３

」

」
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「

「

を

に
改
め
、
同
部
Ｃ
補
助
・
委
託
事
業
の
項
中

５
読
書
活
動
の
推
進

３
５

読
書
活
動
の
推
進

３

６
Ｆ
Ｏ
Ｓ
少
年
団

３

」

」

「

「

３
子
ど
も
読
書
活
動
活
性
化
事
業

５
３

地
域
の
読
書
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
へ
の
講
師
派

５

４
教
育
支
援
活
動
コ

デ
ィ
ネ

タ
等
研
修

５
遣
事
業

ー
ー

ー

を

に
、

４
会

５
公
民
館
等
を
中
心
と
し
た
社
会
教
育
活
性
化

５
５

支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム

６

６
Ｅ
Ｓ
Ｄ
フ
ォ

ラ
ム

５

」

ー

」

「

1
2

「

社
会
教
育
に
よ
る
地
域
の
教
育
力
強
化
プ
ロ

５

1
2

ジ
ェ
ク
ト

生
き
る
力

支
援
事
業

生
き
る
力
応
援

1
3

を
1
3

に

「

」

」
を
「

、
「

1
4

1
4

“
”

あ
る
あ
る

公
民
館
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
事

５

」

業

」

「

」

」
に
改
め
る
。

プ
ラ
ン

夢
さ
が
し
の
旅

推
進
事
業

第
二
表
９
古
代
吉
備
の
表
１
総
括
の
部
１
埋
蔵
文
化
財
の
保
護
保
存
啓
発
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

津
島
遺
跡
関
連
事
業

埋
蔵
文
化
財
公
開
活
用
事
業

「

「

第
二
表

県
立
学
校
の
表
８
入
学
選
抜
の
部
１
総
括
の
項
中

を

に
改
め
る
。

適
性
検
査

選
択
実
施
す
る
検
査

適
性
検
査
答
案

選
択
実
施
す
る
検
査
答
案

11

」

」
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第
二
表

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
の
表
３
振
興
の
部
１
総
括
の
項
中
「

（

）

」
を
「

」
に
改
め
、
同
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

未
来
科
学
棟

仮
称

整
備

人
と
科
学
の
未
来
館
サ
イ
ピ
ア
整
備

12

９
科
学
教
育

１
科
学
教
育
総
括

３

２
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
関
連

３

「

第
二
表

県
立
図
書
館
の
表
３
図
書
館
振
興
の
部
５
一
括
貸
出
の
項
中

を

配
本
所
貸
出

１

13

」

「

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
五
年
度
以
降
に
お
い
て
完
結
し
た
文
書
か
ら
適
用
す
る
。
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
三
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

井
上
み
わ
後
援
会

小
笠
原

茂

井

上

美

和

岡
山
市
東
区
君
津
五
九

六

平
成
二
六
・

六
・
一
九

－

須
増
伸
子
後
援
会

竹

本

宣

之

高

田

紀
美
子

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
一
〇
四
三

二

〃

六
・
二
三

－

ふ
な
こ
し
健
一
後
援
会

片

山

雅

史

舩

越

和

江

〃

〃

若
宮
一
八

五

〃

〃

－
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
四
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届
出
年
月
日

岡
山
県
商
工
政
治
連
盟

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
建
部
町
大
田
四
〇
六
八

玉
野
市
田
井
五

一
〇

六

平
成
二
六
・

六
・
二
七

－
－

〃

会
計
責
任
者

山

田

賢

一

西

満
寿
男

〃

〃

花

咲

く

会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

笠
岡
市
五
番
町
六

二
二
マ
リ
ン
ビ
ル
六
〇
三

総
社
市
総
社
二

二
一

三
八

〃

六
・

二

－
－

－

山
本
な
る
後
援
会

〃

備
前
市
伊
部
一
六
九
八

二

備
前
市
伊
部
一
七
五
〇

一

〃

六
・

三

－
－

〃

会
計
責
任
者

山

本

成

難

波

隆

二

〃

〃

渡
辺
吉
幸
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

勝
田
郡
奈
義
町
滝
本
一
七
〇
三

一

勝
田
郡
奈
義
町
滝
本
一
五
六
四

六

〃

六
・
二
五

－
－

〃

代

表

者

菅

原

忠

芦

田

健

〃

〃

平成２６年７月２５日　岡山県公報　第１１６０４号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
四
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

磯
山
守
後
援
会

磯

山

守

平
成
二
六
・

六
・

二

小
西
利
夫
後
援
会

山

下

幸

男

〃

六
・
二
〇

清
水
文
雄
後
援
会

木

村

真

一

〃

五
・
三
一

須
増
伸
子
後
援
会

竹

本

宣

之

平
成
二
三
・
一
二
・
二
五

築
澤
敏
夫
後
援
会

築

澤

章

平
成
二
六
・

六
・
二
〇

ふ
な
こ
し
健
一
後
援
会

片

山

雅

史

平
成
二
二
・

九
・
三
〇
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
四
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異
動
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

花

咲

宏

基

衆
議
院
議
員

花

咲

く

会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

笠
岡
市
五
番
町
六

二
二
マ
リ
ン
ビ

総
社
市
総
社
二

二
一

三
八

－
－

－

ル
六
〇
三
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